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『
桂
林
遺
芳
抄
』
訳
注
〔
一
〕

柿
沼
陽
平
・
佐
伯
智
広

は
し
が
き

『
桂
林
遺
芳
抄
』
は
、
永
正
一
二
年
（
一
五
一
五
）
に
東
坊
城
和
長
が
著
し
た
、
紀
伝
道
の
故
実
書
で
あ
る
。

東
坊
城
家
は
紀
伝
道
（
中
国
史
・
漢
文
学
）
を
家
業
と
す
る
菅
原
氏
の
一
流
で
あ
り
、
和
長
は
長
清
の
子
と
し
て
寛
正
元
年
（
一

四
六
〇
）
に
誕
生
し
た
。
母
に
つ
い
て
伝
え
る
史
料
は
な
く
不
明
で
あ
る
。
文
章
得
業
生
・
文
章
博
士
・
大
学
頭
な
ど
を
経
て
、
正

二
位
権
大
納
言
ま
で
昇
進
し
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
七
〇
歳
で
没
し
た
（『
諸
家
伝
』）。『
桂
林
遺
芳
抄
』
に
先
立
っ
て
、
文
明

一
四
年
（
一
四
八
二
）
に
紀
伝
道
の
故
実
書
『
桂
蘂
記
』
を
著
し
て
い
る
。

『
桂
林
遺
芳
抄
』
に
は
和
長
に
至
る
ま
で
の
日
本
の
紀
伝
道
に
お
け
る
先
例
が
多
数
採
録
さ
れ
て
お
り
、
古
代
・
中
世
に
お
け
る

紀
伝
道
を
研
究
す
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
漢
籍
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
け
る

漢
籍
の
受
容
を
研
究
す
る
上
で
も
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
す
で
に
『
群
書
類
従
』
に
も
採
録
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
濱
田
寛
に

よ
り
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が＊

、
史
料
と
し
て
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
桂
林
遺
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芳
抄
』
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向
け
て
、『
桂
林
遺
芳
抄
』
に
訳
注
を
施
し
、
公
開
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

底
本
と
し
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
『
桂
林
遺
芳
抄
』
は
、
表
紙
に
「
松
下
見
林
自
筆
」
と
注
書
さ
れ
て
い
る
。
松
下
見
林
の
没

年
は
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
東
条
琴
台
『
先
哲
叢
談
続
編
』）、
注
書
が
正
し
け
れ
ば
、
底
本
は
元
禄
一
六

年
以
前
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

底
本
は
本
文
に
先
立
っ
て
「
儒
門
継
塵
目
録
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
従
い
、
表
の
通
り
便
宜
的
に
章
番
号
を
振
り

当
て
た
。
各
章
に
お
い
て
、
さ
ら
に
一
つ
書
に
よ
っ
て
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
順
に
節
番
号
を
振
り
当
て
、（［
章
番

号
］
―
［
節
番
号
］）
の
よ
う
に
標
記
し
た
。
本
稿
で
は
第
一
章
第
一
節
か
ら
第
五
節
ま
で
を
扱
い
、
節
ご
と
に
校
訂
文
を
掲
出
し
、

訓
読
・
解
釈
・
注
を
付
し
た
。

な
お
、
本
稿
全
体
の
文
責
は
、
両
著
者
双
方
に
帰
す
る
。
著
者
名
の
表
記
は
五
〇
音
順
に
よ
る
配
列
で
あ
り
、
第
一
著
者
・
第
二

著
者
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
佐
伯
智
広
）

＊�

濱
田
寛
「『
桂
蘂
記
』
か
ら
『
桂
林
遺
芳
抄
』
へ
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
二
六
、
二
〇
一
八
年
）、
同
「
大
学
寮
・
紀
伝
道

の
学
問
と
そ
の
故
実
に
つ
い
て
―
東
坊
城
和
長
『
桂
蘂
記
』『
桂
林
遺
芳
抄
』
を
巡
っ
て
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
二
四
二
、
二

〇
二
〇
年
）、
同
「
対
策
試
の
故
事
に
つ
い
て　

東
坊
城
和
長
『
桂
蘂
記
』『
桂
林
遺
芳
抄
』
を
巡
っ
て
」（『
国
文
学
研
究
』

一
九
二
、
二
〇
二
〇
年
）。
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○
和
長
の
系
譜
（『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
）

土
師
宇
庭
―
菅
原
古
人
―
清
公
―
是
善
―
道
真
―
高
視
―
雅
規
―
資
忠
―
孝
標
―
定
義
―
是
綱
―
宣
忠
―
長
守※

―
為
長
―
高
長

―
長
経
―
茂
長
―
長
綱
―
秀
長
―
長
遠
―
益
長
―
長
清
―
和
長

※�

『
菅
原
系
図
』
は
長
守
に
「
在
長
為
二
男
」
と
注
記
す
る
。『
諸
家
伝
』
は
長
守
に
「
実
在
長
為
子
」
と
注
記
す
る
。『
東
坊

城
家
譜
』・『
高
辻
家
譜
』・『
唐
橋
家
譜
』
は
長
守
を
宣
忠
の
養
子
（
実
父
菅
原
在
長
）
と
す
る
。

表　章番号と儒門継塵目録

章番号 儒門継塵目録（付記は省略）

一 一、学問料事

二 一、入学吉書事

三 一、文章得業生事

四 一、寮省試事

五 一、進士給官事

六 一、方略宣旨事

七 一、課試宣旨事

八 一、当氏二年策例事

九 一、問頭博士事

一〇 一、問頭題者兼行例事

一一 一、郡事屋申文事

一二 一、礼籍事

一三 一、試衆小屋事

一四 一、題者事

一五 一、策文事

一六 一、問頭書問事

一七 一、古文字事

一八 一、判儒事

一九 一、献策雑例事

二〇 一、当日文章院参仕事

二一 一、当日郡事屋事
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【
凡
例
】

・��
松
下
見
林
自
筆
本
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
一
九
〇
―
〇
〇
四
四
）
を
底
本
と
し
、
林
本
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
九
〇
―
〇
〇
四
二
）
お
よ
び
『
桂
蘂
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
、
函
架
番
号
柳
・
三
四
二
）
を
参
照
し
た
。

・��

通
常
の
行
の
行
頭
は
一
字
下
げ
、
事
書
・
一
つ
書
の
行
頭
は
字
下
げ
な
し
と
し
た
。
引
用
文
書
は
全
体
に
二
字
下
げ
と
し
、

通
常
の
行
の
行
頭
は
さ
ら
に
一
字
下
げ
、
事
書
・
一
つ
書
の
行
頭
は
字
下
げ
な
し
と
し
た
。
そ
の
他
の
個
所
で
原
文
が
全
体

に
字
下
げ
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
を
反
映
し
、
行
頭
を
さ
ら
に
一
字
下
げ
て
表
記
し
た
。

・��

校
訂
文
の
表
記
は
、
旧
字
・
異
体
字
を
新
字
に
置
き
換
え
た
。
ま
た
、
闕
字
・
平
出
を
省
略
し
、
避
諱
・
踊
字
に
本
来
の
字

を
補
っ
た
。
注
書
箇
所
に
は
〈
〉
を
付
し
た
。

・��

解
釈
の
際
は
、
で
き
る
限
り
平
易
な
表
現
を
目
指
し
た
。
注
書
箇
所
に
は
（
）
を
付
し
た
。
校
注
者
に
よ
る
注
書
に
は
〔
〕

を
付
し
た
。

・��

注
釈
は
、
語
・
句
・
文
に
対
し
て
適
宜
行
っ
た
。
注
釈
を
施
し
た
文
の
文
末
に
注
番
号
を
付
し
た
。
複
数
の
文
に
ま
た
が
る

注
に
つ
い
て
は
、
当
該
箇
所
の
末
尾
が
含
ま
れ
る
文
の
文
末
に
注
番
号
を
付
し
た
。

・��

注
釈
の
際
は
、
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、『
国
史
大
辞
典
』（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
～
九

七
年
）・『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
、
小
学
館
、

二
〇
〇
〇
～
二
年
）・『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
第
二
版
（
諸
橋
轍
次
著
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
九
～
九
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

・��

本
稿
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
大
日
本
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
お
よ
び
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。
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一
―
一

【
校
訂
文
】

儒
門
継
塵
事［
一
］

一
、
給
学
問
料
事［
二
］

号
給
料
。
給
料
後
号
学
生
也
。
位
署
等
書
学
生
也［
三
］。

此
事
儒
門
継
塵
之
初
道
也
。
学
黌
之
灯
燭
料
申
賜
宣
旨
、
自
穀
倉
院
配
分
也［
四
］。
故
云
給
料
也
。
今
則
雖
為
告
朔
餼
羊
、
必
先
申

請
也［
五
］。

此
后
当
氏
并
江
家
学
生
等
者
、
在
文
章
院
稽
古
積
功
也［
六
］。

藤
氏
人
者
、
給
料
之
后
、
在
勧
学
院
成
稽
古
也［
七
］。

両
院
各
有

二
人［
八
］。

宣
旨
必
献
上
宣
旨
毎
度
之
儀
也［
九
］。

所
望
之
款
状
、
云
之
内
挙
［
一
〇
］。

或
父
、
或
祖
父
挙
申
也
。
無
父
祖
時
自
身
申
賜
。
云
之
自

解
云
云
［
一
一
］。

儒
卿
又
挙
奏
古
来
之
義
也
。
款
状
文
章
四
六
也
［
一
二
］。

書
調
時
又
別
副
消
息
付
職
事
也
［
一
三
］。

上
古
者
、
年
齢
闌
申
之
［
一
四
］。

近
代
者
、

幼
年
二
・
三
歳
之
時
即
申
之
〈
二
歳
之
時
号
三
歳
也

［
一
五
］〉。

雖
然
七
・
八
歳
計
之
時
申
給
宜
也
。
堅
固
幼
少
者
、
無
冥
加
欤
［
一
六
］。

可
得
意

事
也
。
若
又
年
齢
馳
過
之
人
者
、
三
年
以
上
付
上
申
給
也
［
一
七
］。

縦
令
十
五
歳
之
人
者
十
二
歳
計
書
上
年
紀
也
。
此
事
非
曽
自
由
之
義
、

古
来
如
此
。
故
二
歳
之
時
号
三
歳
、
一
歳
付
上
也
。
省
試
献
詩
計
之
人
、
二
・
三
歳
之
時
、
又
如
此
之
例
也
［
一
八
］。

款
状
調
様
事
。
文
章
以
四
六
、
可
積
蛍
雪
之
功
由
也
［
一
九
］。

如
旧
草
可
計
会
［
二
〇
］。

強
紙
一
枚
書
款
状
［
二
一
］。

同
紙
以
一
枚
為
裏
紙
、
以
一
枚
為

懸
紙
［
二
二
］。

但
近
代
皆
略
懸
紙
［
二
三
］。

巻
加
消
息
之
故
也
［
二
四
］。

消
息
或
又
強
紙
、
或
杉
原
等
也
［
二
五
］。

凡
此
款
状
奥
方
、
宣
旨
之
詞
書
載
之
程
、
相
計

可
置
余
慶
也
［
二
六
］。

但
復
文
章
多
之
時
者
、
不
可
及
此
義
也
。
外
記
続
加
別
紙
例
存
之
矣
［
二
七
］。

消
息
者
付
職
事
。
職
事
奏
聞
之
后
下
上
卿
。

上
卿
下
外
記
。
外
記
書
載
宣
旨
詞
送
其
人
也
。
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【
訓
読
】

儒
門
継
塵
の
事

一
つ
、
給
学
問
料
の
事

給
料
と
号
す
。
給
料
後
学
生
と
号
す
る
な
り
。
位
署
等
学
生
と
書
く
な
り
。

此
の
事
儒
門
継
塵
の
初
道
な
り
。
学
黌
の
灯
燭
料
宣
旨
を
申
し
賜
は
り
、
穀
倉
院
よ
り
配
分
す
る
な
り
。
故
に
給
料
と
云
ふ
な

り
。
今
則
ち
告
朔
の
餼
羊
た
り
と
雖
も
、
必
ず
先
ず
申
し
請
ふ
な
り
。
此
の
后の

ち

当
氏
并
び
に
江
家
学
生
等
は
、
文
章
院
に
在
り
て
稽

古
し
功
を
積
む
な
り
。
藤
氏
の
人
は
、
給
料
の
后
、
勧
学
院
に
在
り
て
稽
古
を
成
す
な
り
。
両
院
各
二
人
有
り
。
宣
旨
必
ず
献
上
宣

旨
毎
度
の
儀
な
り
。
所
望
の
款
状
、
之
を
内
挙
と
云
ふ
。
或
い
は
父
、
或
い
は
祖
父
挙
げ
申
す
な
り
。
父
祖
無
き
の
時
自
身
申
し
賜

は
る
。
之
を
自
解
と
云
ふ
と
云
云
。
儒
卿
又
挙
奏
す
る
は
古
来
の
義
な
り
。
款
状
の
文
章
は
四
六
な
り
。
書
き
調
ふ
る
時
又
別
に
消

息
を
副
へ
職
事
に
付
す
る
な
り
。
上
古
は
、
年
齢
闌

た
け
な
はに
之
を
申
す
。
近
代
は
、
幼
年
二
・
三
歳
の
時
に
即
ち
之
を
申
す
〈
二
歳
の

時
三
歳
と
号
す
る
な
り
〉。
然
り
と
雖
も
七
・
八
歳
計
り
の
時
に
申
し
給
は
る
宜
し
き
な
り
。
堅
固
な
る
も
幼
少
の
者
、
冥
加
無
き

か
。
意
を
得
べ
き
事
な
り
。
若
し
く
は
又
年
齢
馳
せ
過
ぐ
る
の
人
は
、
三
年
以
上
上
に
付
し
申
し
給
は
る
な
り
。
縦も

し令
十
五
歳
の
人

な
れ
ば
十
二
歳
計
り
に
年
紀
を
書
き
上
ぐ
る
な
り
。
此
の
事
曽
て
自
由
の
義
に
非
ず
、
古
来
此
の
如
し
。
故

こ
と
さ
らに
二
歳
の
時
に
三
歳

と
号
す
る
は
、
一
歳
上
に
付
す
る
な
り
。
省
試
に
詩
計
り
を
献
ず
る
の
人
、
二
・
三
歳
の
時
、
又
此
の
如
き
の
例
な
り
。

款
状
の
調
様
の
事
。
文
章
四
六
を
以
て
し
、
蛍
雪
の
功
を
積
む
べ
き
の
由
な
り
。
旧
草
の
如
く
計
会
す
べ
し
。
強
紙
一
枚
に
款
状

を
書
く
。
同
紙
一
枚
を
以
て
裏
紙
と
為
し
、
一
枚
を
以
て
懸
紙
と
為
す
。
但
し
近
代
皆
懸
紙
を
略
す
。
消
息
に
巻
き
加
ふ
る
の
故
な

り
。
消
息
或
い
は
又
強
紙
、
或
い
は
杉
原
等
な
り
。
凡
そ
此
の
款
状
の
奥
方
、
宣
旨
の
詞
書
き
載
す
る
の
程
、
相
い
計
り
て
余
慶
を
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置
く
べ
き
な
り
。
但
し
復ま
た

文
章
多
き
の
時
は
、
此
の
義
に
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
外
記
別
紙
を
続
ぎ
加
ふ
る
の
例
之
を
存
す
。
消

息
は
職
事
に
付
す
。
職
事
奏
聞
の
后の

ち

上
卿
に
下
す
。
上
卿
外
記
に
下
す
。
外
記
宣
旨
の
詞
を
書
き
載
せ
て
其
の
人
に
送
る
な
り
。

【
解
釈
】

儒
者
の
家
を
継
承
す
る
こ
と
。

一
つ
、
給
学
問
料
の
こ
と
。

給
料
と
呼
ぶ
。
申
請
が
認
め
ら
れ
た
の
ち
に
は
こ
の
待
遇
を
学
生
と
呼
ぶ
。
官
位
・
姓
名
を
公
文
書
に
記
す
際
は
学
生
と
書
く
。

給
学
問
料
は
儒
者
の
家
を
継
承
す
る
最
初
の
段
階
で
あ
る
。
学
校
の
灯
燭
費
は
決
裁
を
申
請
し
て
交
付
さ
れ
、
穀
倉
院
よ
り
配
分

さ
れ
る
。
ゆ
え
に
給
料
と
い
う
。
現
在
で
は
名
目
だ
け
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
必
ず
ま
ず
申
請
す
る
。
そ
の
後
、
菅

原
氏
・
大
江
氏
の
学
生
ら
は
、
文
章
院
で
学
問
し
実
績
を
積
ん
で
い
く
。
藤
原
氏
の
者
は
、
給
料
の
決
裁
を
受
け
た
後
、
勧
学
院
で

学
問
す
る
。
文
章
院
・
勧
学
院
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
人
ず
つ
で
あ
る
。
決
裁
に
必
ず
蔵
人
が
文
書
を
副
え
る
の
は
、
毎
回
の
こ
と
で
あ

る
。
給
学
問
料
の
申
請
書
を
内
挙
と
い
う
。
父
な
い
し
祖
父
が
推
薦
す
る
。
父
祖
が
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
自
薦
で
申
請
し
決
裁

を
受
け
る
。
こ
れ
を
自
解
と
い
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
儒
者
の
公
卿
も
推
薦
す
る
の
は
古
来
の
や
り
方
で
あ
る
。
申
請
書
の
文
章
は

四
六
駢
儷
体
で
あ
る
。
申
請
書
を
書
き
調
え
た
時
は
、
ま
た
別
に
手
紙
を
副
え
て
蔵
人
に
託
す
。
か
つ
て
は
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に

な
っ
て
か
ら
申
請
し
た
。
近
年
は
、
幼
年
二
・
三
歳
の
時
に
す
ぐ
に
申
請
す
る
（
二
歳
の
時
は
三
歳
と
称
す
る
）。
し
か
し
七
・
八

歳
ご
ろ
に
申
請
し
受
給
す
る
の
が
良
い
。
意
志
が
固
く
て
も
幼
少
の
者
に
は
神
仏
の
加
護
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
仏
の
意
に
叶
う
よ

う
に
す
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
年
を
取
り
過
ぎ
て
い
る
者
は
、（
申
請
書
に
記
入
す
る
年
齢
を
）
三
年
以
上
遡
ら
せ



－ 60 －

て
申
請
し
受
給
す
る
。
も
し
一
五
歳
の
人
で
あ
れ
ば
一
二
歳
ぐ
ら
い
に
年
齢
を
遡
ら
せ
て
記
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し

て
勝
手
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
古
来
こ
の
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
に
二
歳
の
時
に
は
三
歳
と
呼
ぶ
と
先
述
し
た
の

は
、
一
歳
上
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
省
試
の
際
に
詩
だ
け
を
提
出
す
る
者
は
、
二
・
三
歳
の
時
は
同
様
に
す
る
の

が
先
例
で
あ
る
。

申
請
書
の
様
式
の
こ
と
。
文
章
は
四
六
駢
儷
体
に
よ
り
、
蛍
雪
の
功
を
積
む
意
志
を
述
べ
る
。
過
去
の
文
例
の
よ
う
に
照
合
し
て

書
く
よ
う
に
。
厚
く
堅
い
紙
一
枚
に
申
請
書
を
書
く
よ
う
に
。
同
じ
く
厚
く
堅
い
紙
一
枚
を
裏
紙
と
し
、
一
枚
を
懸
紙
と
す
る
。
し

か
し
最
近
で
は
、
み
な
懸
紙
を
省
略
す
る
。
な
ぜ
な
ら
手
紙
に
巻
き
込
む
か
ら
で
あ
る
。
手
紙
は
、
厚
く
堅
い
紙
で
あ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
杉
原
紙
な
ど
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
お
よ
そ
こ
の
申
請
書
の
末
尾
に
は
、
決
裁
文
を
記
載
す
る
の
で
、
余
白
を
計
算
し
て

取
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
ま
た
文
章
が
多
い
と
き
は
、
そ
う
せ
ず
と
も
よ
い
。
外
記
が
べ
つ
に
紙
を
付
加
し
た
前
例
が
あ

る
。
手
紙
は
蔵
人
に
提
出
す
る
。
蔵
人
は
こ
れ
を
奏
上
し
、
そ
の
の
ち
担
当
の
公
卿
に
下
す
。
担
当
の
公
卿
は
外
記
に
下
す
。
外
記

は
決
裁
文
を
記
載
し
て
、
申
請
者
に
送
る
。

【
注
】

［
一
］「
儒
門
継
塵
事
」
は
、『
桂
蘂
記
』
冒
頭
に
「
儒
業
事
。
号
桂
蘂
記
」
に
作
る
。「
継
塵
」
は
、
先
人
の
遺
業
を
つ
ぐ
こ
と
、
あ
と
を
つ
ぐ

こ
と
。

［
二
］「
学
問
料
」
は
、
平
安
時
代
以
降
、
大
学
寮
紀
伝
道
の
学
生
・
擬
文
章
生
・
文
章
生
を
対
象
に
給
付
さ
れ
た
費
用
。
そ
の
起
源
は
、
延
暦

四
年
（
七
八
五
）
菅
原
清
公
ら
四
兄
弟
に
、
父
の
侍
読
の
労
を
賞
し
て
「
衣
粮
」
が
給
せ
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
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制
度
化
は
九
世
紀
の
半
ば
過
ぎ
で
、『
古
今
和
歌
集
目
録
』
の
小
野
美
材
の
項
に
「
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
給
料
」
と
あ
る
の
が
早
い
例

と
さ
れ
る
。
給
料
や
灯
燭
料
と
も
い
わ
れ
、
給
付
を
受
け
る
学
生
を
給
料
学
生
と
い
っ
た
。「
穀
倉
院
月
料
」
と
も
記
さ
れ
、
穀
倉
院
か

ら
月
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
給
費
希
望
者
は
、
父
祖
・
同
房
（
文
章
院
で
曹
司
を
同
じ
く
す
る
者
）
や
、
諸

儒
の
推
挙
を
得
て
申
請
す
る
か
、
み
ず
か
ら
解
文
を
提
出
す
る
の
が
通
例
だ
が
、
ま
れ
に
、
そ
う
し
た
自
薦
・
他
薦
者
を
弓
場
殿
に
召

し
て
詩
を
賦
さ
し
め
、
そ
の
う
ち
の
二
人
を
え
ら
ぶ
学
問
料
試
（
給
料
試
）
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
学
問
料
の
制
の
特
色
は
、
受
給
者
が

単
に
給
費
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
者
が
文
章
得
業
生
さ
ら
に
は
対
策
を
経
て
専
門
の
儒
職
に
就
く
候
補
者
と
看
做
さ
れ
た
こ
と

で
、し
た
が
っ
て
儒
家
の
登
竜
門
と
し
て
競
望
の
的
と
な
り
、儒
家
の
子
弟
に
こ
れ
を
受
け
る
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
同
じ
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
官
給
の
穀
倉
院
学
問
料
と
は
別
に
、
藤
原
氏
の
子
弟
の
み
を
給
付
の
対
象
と
す
る
勧
学
院
学
問
料
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
後
者
は

藤
原
氏
の
私
財
よ
り
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
受
給
者
の
資
格
は
穀
倉
院
の
給
料
学
生
と
同
等
と
看
做
さ
れ
た
か
ら
、
文
章

得
業
生
へ
の
昇
進
は
、
他
氏
に
く
ら
べ
藤
原
氏
の
方
が
有
利
で
あ
っ
た
。

［
三
］「
号
給
料
。
給
料
後
号
学
生
也
。
位
署
等
書
学
生
也
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
号
給キ
ウ
レ
ウ料
ト
云
云
〈
後
位
署
ニ
ハ
書
二
学
生
ト

一
也
〉」

に
作
る
。
位
署
は
、
官
位
、
姓
名
を
公
文
書
に
記
す
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
書
式
。

［
四
］「
宣
旨
」
は
、
上
級
者
の
命
令
を
、
そ
れ
を
受
命
し
た
下
級
者
が
書
き
記
し
た
書
類
（
早
川
庄
八
『
宣
旨
試
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇

年
）。「
穀
倉
院
」
は
、
令
外
官
の
一
つ
。
平
安
時
代
初
期
に
、
米
穀
の
収
納
を
行
う
貯
蔵
庫
と
し
て
成
立
し
た
が
、
次
第
に
内
蔵
寮
と

並
ぶ
内
廷
経
済
の
中
心
的
官
司
に
発
展
し
、
平
安
時
代
後
期
に
至
っ
て
そ
の
機
能
が
低
下
し
た
。
学
問
料
の
支
給
や
年
中
行
事
の
際
の

饗
饌
弁
備
を
行
な
っ
た
。

［
五
］「
告
朔
餼
羊
」
は
、
告
朔
儀
式
中
に
祖
廟
に
供
え
る
羊
。
春
秋
時
代
の
魯
国
で
は
、
告
朔
の
儀
礼
が
す
た
れ
、
羊
を
供
え
る
形
式
だ
け
が
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残
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
子
貢
が
羊
を
や
め
る
べ
き
だ
と
い
う
と
、
孔
子
は
儀
礼
の
記
憶
だ
け
で
も
と
ど
め
た
い
と
し
て
反
対
し
た
（『
論

語
』八
佾
）。
こ
の
故
事
を
ふ
ま
え
た
言
葉
で
あ
る
。
虚
礼
で
あ
っ
て
も
害
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、実
を
失
っ

て
形
式
ば
か
り
残
っ
て
い
る
こ
と
の
た
と
え
。

［
六
］「
文
章
院
」
は
、
大
学
寮
紀
伝
道
の
校
舎
・
寄
宿
舎
。
北
堂
と
も
い
う
。
講
堂
と
東
・
西
舎
（
曹
司
）
か
ら
成
る
。
設
立
は
文
章
博
士
・

文
章
生
設
置
時
（
神
亀
五
年
［
七
二
八
］）
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
十
世
紀
中
葉
ご
ろ
か
ら
紀
伝
道
の
有
力
氏
族
大
江
・
菅
原
両
氏

が
そ
れ
ぞ
れ
東
・
西
両
曹
司
を
分
掌
管
理
し
、
文
章
生
も
出
身
氏
族
別
に
両
曹
に
分
属
す
る
に
至
っ
た
（『
二
中
歴
』
二
）。
同
曹
者
の

間
に
は
強
い
仲
間
意
識
が
生
ま
れ
た
ら
し
く
、
方
略
試
問
頭
博
士
（
文
章
得
業
生
試
験
の
試
験
官
）
が
対
策
者
と
異
な
る
曹
司
出
身
者

か
ら
選
ば
れ
た
の
は
、
試
験
の
公
正
を
期
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
一
一
世
紀
末
こ
ろ
ま
で
は
地
方
に
赴
任
す
る
紀
伝
儒
士

の
送
別
会
が
文
章
院
で
催
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
紀
伝
道
の
施
設
と
い
う
性
格
を
保
持
し
て
い
た
が
、
大
江
・
菅
原
両
氏
の
分
掌
が
永

く
つ
づ
い
た
結
果
、
そ
の
私
的
機
関
化
す
る
傾
向
も
生
ま
れ
、
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
の
大
火
の
の
ち
に
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。

［
七
］「
勧
学
院
」
は
、
藤
原
氏
の
氏
院
、
大
学
寮
別
曹
の
一
つ
。
平
安
京
左
京
の
三
条
北
、
壬
生
西
の
一
町
を
占
め
、
大
学
の
南
に
位
置
し
た

の
で
南
曹
と
も
い
う
。
弘
仁
一
二
年
（
八
二
一
）
藤
原
冬
嗣
が
藤
原
氏
出
身
の
大
学
寮
学
生
の
寄
宿
舎
と
し
て
創
設
、「
同
氏
子
弟
勤
学

之
輩
、
量
班
与
之
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
［
八
三
六
］
五
月
甲
子
条
）。
貞
観
一
三
年
（
八
七
一
）
こ
ろ

大
学
別
曹
す
な
わ
ち
大
学
付
属
機
関
と
し
て
公
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
維
持
管
理
は
藤
原
氏
氏
長
者
の
権
限
で
あ
っ
た
。
藤
原
氏
出
身
の

大
臣
が
寄
付
す
る
封
戸
の
ほ
か
、
買
得
・
寄
進
さ
れ
た
荘
園
が
維
持
の
た
め
の
豊
か
な
財
源
を
な
し
、
出
挙
稲
・
出
挙
銭
が
財
源
に
あ

て
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
学
業
優
秀
な
勧
学
院
生
に
与
え
ら
れ
る
勧
学
院
学
問
料
が
文
章
得
業
生
補
任
資
格
と
し
て
穀
倉
院
学
問
料
と

同
格
視
さ
れ
（『
中
右
記
』
承
徳
二
年
［
一
〇
九
八
］
三
月
二
一
日
条
な
ど
）、学
頭
に
穀
倉
院
学
問
料
受
給
の
優
先
権
あ
り
と
さ
れ
て
（『
本
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朝
続
文
粋
』
六
）、
勧
学
院
生
が
文
章
得
業
生
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
拡
げ
ら
れ
た
。
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
四
月
の
大
火
で
焼
亡
し
た

際
は
、
同
時
に
焼
失
し
た
大
学
寮
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
の
に
対
し
、
直
ち
に
再
建
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
は
衰
亡
の
一
途

を
た
ど
り
、
鎌
倉
時
代
末
の
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
こ
ろ
ま
で
に
退
転
し
た
。

［
八
］「
此
事
儒
門
継
塵
之
初
道
也
。
学
黌
之
灯
燭
料
申
賜
宣
旨
、
自
穀
倉
院
配
分
也
。
故
云
給
料
也
。
今
則
雖
為
告
朔
餼
羊
、
必
先
申
請
也
。

此
后
当
氏
并
江
家
学
生
等
者
、
在
文
章
院
稽
古
積
功
也
。
藤
氏
人
者
、
給
料
之
后
、
在
勧
学
院
成
稽
古
也
。
両
院
各
有
二
人
」
は
、『
桂

蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
菅
江
両
儒
ハ
必
穀
倉
院
学
問
料
ヲ
給
テ
文
章
院
ニ
居
テ
稽
古
ス
ル
也
。
藤
氏
ニ
ハ
穀
倉
院
或
勧
学
院
、
其
闕
ニ
従
テ
給
テ

後
称
ス
ル

二
給
料
ト

一
也
。
両
院
ニ
各
二
人
ア
リ
」
に
作
る
。

［
九
］「
宣
旨
必
献
上
宣
旨
毎
度
之
儀
也
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
外
記
欵
状
ノ
奥
ニ
書
二
載
宣
旨
ノ
詞
ヲ

一
〈
献
上
宣
旨
〉
此
事
学
問
ニ

候
ヘ
キ
灯
燭
料
ヲ
給
ラ
ン
ト
云
状
也
」
に
作
る
。「
献
上
宣
旨
」
は
「
献
上
」
の
書
き
出
し
を
持
つ
口
宣
の
一
種
で
あ
り
、
富
田
正
弘
は
、
職

事
か
ら
上
卿
に
勅
旨
を
伝
え
る
際
、
本
解
を
添
え
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
職
事
書
下
」
と
命
名
し
て
い
る
（「
口
宣
・

口
宣
案
の
成
立
と
変
遷
―
院
政
＝
親
政
と
天
皇
＝
太
政
官
政
―
」［
同
『
中
世
公
家
政
治
文
書
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
初
出

一
九
七
九
・
八
〇
年
］）。
油
小
路
隆
夏
は
、
款
状
・
寺
解
・
社
解
を
奏
下
す
る
際
に
献
上
宣
旨
を
用
い
る
と
述
べ
る
（『
薩
戒
記
』
応
永

三
二
年
［
一
四
二
五
］
一
〇
月
八
日
条
）。

［
一
〇
］「
所
望
之
款
状
云
之
内
挙
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
科
事
に
「
所
望
ノ
状
是
ヲ
内
挙
ト
云
」
に
作
る
。「
款
状
」
は
、官
位
や
恩
賞
を
望
み
、

ま
た
は
訴
訟
な
ど
を
す
る
と
き
の
嘆
願
書
・
申
請
書
。

［
一
一
］「
或
父
、
或
祖
父
挙
申
也
。
無
父
祖
時
自
身
申
賜
。
云
之
自
解
云
云
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
或
父
、
或
祖
父
挙
申
。
無

父
祖
時
自
身
申
ス
。
是
ヲ
自
解
ト
云
」
に
作
る
。
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［
一
二
］「
四
六
」
は
、
四
六
駢
儷
体
。
漢
文
の
文
体
の
一
つ
。
主
に
四
字
・
六
字
の
句
を
基
本
と
し
て
対
句
を
用
い
る
華
美
な
文
体
。
漢
・
魏

に
起
こ
り
、
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
流
行
し
、
韓
愈
・
柳
宗
元
が
提
唱
し
た
古
文
運
動
が
定
着
す
る
ま
で
は
、
文
章
の
主
流
で
あ
っ
た
。

日
本
で
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。

［
一
三
］「
儒
卿
又
挙
奏
。
古
来
之
義
也
。
款
状
文
章
四
六
也
。
書
調
時
又
別
副
消
息
付
職
事
也
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
件
款ク
ワ

状
ニ

書
状
ヲ
副
テ
付
二
職
事
ニ

一
〈
号
二
内
挙
状
ト

一
。
多
分
付
貫
⾸
。
貫
⾸
有
故
障
之
子
細
時
付
五
位
職
事
〉」
に
作
る
。「
職
事
」
は
、
蔵
人
。

［
一
四
］「
上
古
」
は
、
お
お
む
か
し
。
上
代
。

［
一
五
］「
近
代
者
、幼
年
二
・
三
歳
之
時
即
申
之
〈
二
歳
之
時
号
三
歳
也
〉」
は
、関
連
し
て
、『
桂
蘂
記
』
寮
省
試
日
試
衆
一
人
参
勤
例
事
に
「
近

代
ハ
祖
父
〈
益
長
〉
応
永
十
五
年
二
歳
也
。
号
二
三
歳
ト

一
遂
省
試
訖
」
に
作
る
。

［
一
六
］「
堅
固
」
は
意
志
が
堅
く
頑
強
な
さ
ま
。「
冥
加
」
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
受
け
る
神
仏
の
恵
み
。

［
一
七
］「
馳
過
」
は
期
限
が
切
れ
る
意
。

［
一
八
］「
省
試
献
詩
計
之
人
」
は
、関
連
し
て
、『
桂
蘂
記
』
省
試
事
に
「
賦
詩
也
。
旧
ハ
賦
ヲ
作
事
モ
ア
リ
。
近
代
ハ
只
詩
耳
也
」
に
作
る
。「
省
試
」

は
古
代
の
式
部
省
が
行
う
試
験
の
う
ち
、
文
章
生
試
を
い
う
。

［
一
九
］「
蛍
雪
之
功
」
は
、東
晋
の
車
胤
が
蛍
の
光
、東
晋
の
孫
康
が
雪
明
か
り
で
読
書
に
励
ん
だ
故
事
に
基
づ
く
表
現
（『
文
選
』
巻
三
八
「
為

蕭
揚
州
薦
武
表
」
李
善
注
引
『
晋
陽
春
秋
（
続
晋
陽
秋
）』『
孫
氏
世
録
』、『
晋
書
』
巻
八
三
車
胤
列
伝
）。

［
二
〇
］「
計
会
」
は
、
中
国
の
律
令
法
に
由
来
す
る
律
令
用
語
。
計
は
か
ぞ
え
る
、
会
は
照
合
す
る
意
。
の
ち
に
「
計
会
帳
」
の
ご
と
く
、
公

文
書
の
授
受
の
確
認
を
も
意
味
す
る
。「
如
旧
草
可
計
会
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
文
章
ハ
旧
草
等
ヲ
引
見
テ
草
ス
ル
也
」
に
作
る
。

［
二
一
］「
強
紙
」
は
、
厚
く
堅
い
紙
。

ク
ワ
ン
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［
二
二
］「
裏
紙
」
は
、
通
常
二
枚
一
組
の
料
紙
に
よ
る
書
信
の
二
枚
目
。
文
言
が
二
紙
目
に
わ
た
る
と
き
は
、
二
枚
を
重
ね
た
ま
ま
裏
返
し
て

書
き
続
け
ら
れ
た
。「
懸
紙
」
は
、
文
書
の
上
に
か
け
て
包
む
紙
。
本
紙
を
包
む
た
め
の
包
み
紙
、
封
を
す
る
た
め
の
封
紙
な
ど
の
総
称
。

「
強
紙
一
枚
書
款
状
。
同
紙
以
一
枚
為
裏
紙
、
以
一
枚
為
懸
紙
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
強
紙
〈
或
説
高
檀
紙
〉
以
一
枚
ヲ
書

之
。
以
一
枚
為
二
裏
紙
ト

一
以
一
枚
為
二
懸
紙
ト

一
」
に
作
る
。

［
二
三
］「
但
近
代
皆
略
懸
紙
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「〈
近
代
略
二
懸
紙
ヲ

一
。
裏
紙
計
用
之
〉」
に
作
る
。

［
二
四
］「
巻
加
消
息
之
故
也
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
巻
加
二
内
状
ニ

一
也
」
に
作
る
。

［
二
五
］「
杉
原
」
は
、
杉
原
紙
。
鎌
倉
時
代
、
播
磨
国
杉
原
庄
（
兵
庫
県
多
可
郡
多
可
町
）
産
。
や
や
薄
く
種
類
が
豊
富
で
、
お
も
に
武
家
の

公
用
紙
と
さ
れ
、
の
ち
一
般
に
広
く
使
用
さ
れ
た
。

［
二
六
］「
余
慶
」
は
、「
余
計
」
と
も
い
い
、
余
分
の
意
。

［
二
七
］「
外
記
」
は
、
太
政
官
少
納
言
の
下
に
あ
り
、
内
記
が
作
る
詔
勅
の
草
案
を
訂
正
し
、
奏
文
を
つ
く
り
、
先
例
を
考
勘
し
、
儀
式
行
事

の
奉
行
を
す
る
役
所
。
職
員
に
大
外
記
（
正
七
位
上
相
当
）、
少
外
記
（
従
七
位
上
相
当
）
各
二
人
、
史
生
一
〇
人
等
が
い
る
。
大
外
記

は
清
原
・
中
原
両
家
が
世
襲
し
、
局
務
と
称
し
た
。
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一
―
二

【
校
訂
文
】

一
、
瑞
雲
院
贈
内
府
記
云［
一
］「

款
状
高
檀
紙
ニ
カ［
二
］
ク
。
裏
紙
・
懸
紙
ア
リ
。
款
状
奥
ニ
余
方
ナ
ケ
レ
ハ
、
外
記
局
ニ
テ
裏
紙
ヲ
続
加
テ
宣
旨
詞
ヲ
書
ナ

［
三
］
リ
。
件
草
如
此
」
云
云
〈
草
在［
四
］下〉。

【
訓
読
】

一
つ
、
瑞
雲
院
贈
内
府
記
に
云
は
く
「
款
状
高
檀
紙
に
か
く
。
裏
紙
・
懸
紙
あ
り
。
款
状
の
奥
に
余
方
な
け
れ
ば
、
外
記
局
に
て
裏

紙
を
続
ぎ
加
へ
て
宣
旨
の
詞
を
書
く
な
り
。
件
の
草
此
の
如
し
」
と
云
云
〈
草
下
に
在
り
〉。

【
解
釈
】

一
つ
、
瑞
雲
院
贈
内
府
記
に
「
申
請
書
は
高
檀
紙
に
書
く
。
裏
紙
と
懸
紙
が
あ
る
。
申
請
書
の
末
尾
に
余
白
が
な
け
れ
ば
、
外
記
局
に

て
裏
紙
を
付
け
加
え
、
決
裁
文
の
詞
を
書
く
。
そ
の
文
例
は
こ
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
文
例
は
以
下
に
あ
る
）。

【
注
】

［
一
］「
瑞
雲
院
贈
内
府
」
は
、
瑞
雲
院
の
号
を
も
ち
、
内
府
（
内
大
臣
）
を
追
贈
さ
れ
た
人
物
を
指
す
が
、
該
当
者
は
な
い
。『
桂
蘂
記
』
給

学
問
料
事
に「
款
状
ノ
奧
ニ
余
方
ナ
ケ
レ
ハ
外
記
局
ニ
テ
裏
紙
ヲ
続
加
テ
宣
旨
ノ
詞
ヲ
書
也
。此
等
ノ
款
状
ニ
ハ
職
事
モ
必
不
引
二
裏
紙
ヲ

一
下
之
云
云〈
広
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橋
兼
綱
卿
記
ニ
有
此
旨
〉」
に
作
り
、「
瑞
雲
院
贈
内
府
」
は
「
広
橋
兼
綱
卿
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
瑞
雲
院
贈
内
府
」
は
「
瑞

雲
院
贈
左
府
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
広
橋
兼
綱
（
一
三
一
五
～
八
一
）
が
応
永
一
六
年
（
一
四
〇
九
）
一
〇
月
一
四
日
に
左
大
臣
を
追

贈
さ
れ
た
こ
と
は
『
諸
家
伝
』（
九
条
道
孝
旧
蔵
本
）
広
橋
兼
綱
の
項
に
、後
代
に
「
瑞
雲
院
贈
左
府
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
は
『
薩
戒
記
』

応
永
三
一
年
（
一
四
二
四
）
一
〇
月
一
日
条
に
見
え
る
。

［
二
］「
高
檀
紙
」
は
大
型
の
檀
紙
。
檀
紙
は
和
紙
の
一
種
。
檀
紙
の
名
は
正
倉
院
文
書
に
す
で
に
見
ら
れ
、
真
弓
紙
と
も
書
か
れ
た
。
平
安
末

期
に
は
こ
う
ぞ
を
原
料
と
し
た
陸
奥
紙
が
作
ら
れ
、
中
世
以
後
も
同
じ
原
料
で
備
中
の
厚
手
の
上
質
の
紙
が
作
ら
れ
た
。

［
三
］「
款
状
奥
ニ
余
方
ナ
ケ
レ
ハ
、
外
記
局
ニ
テ
裏
紙
ヲ
続
加
テ
宣
旨
詞
ヲ
書
ナ
リ
」
は
、『
桂
蘂
記
』
給
学
問
料
事
に
「
款
状
ノ
奧
ニ
余
方
ナ
ケ
レ
バ
外
記
局

ニ
テ
裏
紙
ヲ
続
加
テ
宣
旨
ノ
詞
ヲ
書
也
（
中
略
）。〈
広
橋
兼
綱
卿
記
ニ
有
此
旨
〉」
に
作
る
。

［
四
］「
草
在
下
」
は
文
書
例
が
『
桂
林
遺
芳
抄
』
後
段
に
あ
る
意
。
一
―
八
～
一
二
に
該
当
文
書
を
収
め
る
。

一
―
三

【
校
訂
文
】

一
、
口
伝
抄
云
「
内
挙
ニ
ハ
不
隠
子
。
外
挙
ニ
ハ
不
隠
仇
。
起
自
晋
祁
傒
之
挙
子
〈
見
晋
世［
一
］家〉」。

【
訓
読
】

一
つ
、
口
伝
抄
に
云
は
く
「
内
挙
に
は
子
を
隠
さ
ず
。
外
挙
に
は
仇
を
隠
さ
ず
。
晋
の
祁
傒
の
子
を
挙
ぐ
る
よ
り
起
こ
る
〈
晋
世
家
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に
見
ゆ
〉」
と
。

【
解
釈
】

一
つ
、
口
伝
抄
に
「
内
挙
に
際
し
て
は
子
を
隠
さ
な
い
。
外
挙
に
際
し
て
は
仇
を
隠
さ
な
い
。
こ
れ
は
春
秋
時
代
の
晋
の
祁
傒
が
み

ず
か
ら
の
子
供
を
推
薦
し
た
故
事
に
基
づ
く
（『
史
記
』
晋
世
家
に
み
え
る
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

【
注
】

［
一
］「
口
伝
抄
云
。
内
挙
ニ
ハ
不
隠
子
。
外
挙
ニ
ハ
不
隠
仇
。
起
自
晋
祁
傒
之
挙
子
〈
見
晋
世
家
〉」
は
、『
桂
蘂
記
』
内
挙
事
に
「
一
、
内
挙
事
。

家
記
云
内
挙
ニ
ハ
不
レ
隠カ
ク
サレ
子コ
ヲ
。
外
挙
ニ
ハ
不
レ
隠カ
ク
サレ
仇ア
タ
ヲ
。
起
レ
自
二
晋
祁
傒ケ
イ

之
挙
ス
ル

一レ
子
ヲ
〈
見
晋
世
家
〉」
に
作
る
。「
口
伝
抄
」
は
『
桂

蘂
記
』
内
挙
事
に
見
え
る
「
家
記
」
と
同
一
の
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
未
詳
。
本
文
は
、『
史
記
』
巻
三
九
晋
世
家
悼
公
三
年
条

「
三
年
、
晋
会
諸
侯
。
悼
公
問
群
臣
可
用
者
、
祁
傒
挙
解
狐
。
解
狐
、
傒
之
仇
。
復
問
、
挙
其
子
祁
午
。
君
子
曰
『
祁
傒
可
謂
不
党
矣
。

外
挙
不
隠
仇
、
内
挙
不
隠
子
』」
に
基
づ
く
。「
内
挙
」
は
う
ち
わ
の
者
を
推
挙
す
る
こ
と
。「
外
挙
」
は
他
人
を
主
人
に
推
挙
し
て
、
仕

え
さ
せ
る
こ
と
。
本
文
は
、
内
挙
の
際
に
は
自
身
の
子
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
と
い
う
点
を
強
調
し
た
も
の
か
。
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一
―
四

【
校
訂
文
】

一
、
無
父
祖
之
時
、
称
自
解
自
身
申
云
云
。
此
事
予
難
信
用
。
予
申
学
問
料
之
時
、
依
無
父
祖
、
故
大
蔵
卿
顕
長
入
道
、
令
商
量
款

状
等
令
計［
一
］会。

然
処
、
自
解
例
旧
草
不
見
及
。
又
大
蔵
卿
入
道
、
家
伝
未
練
也
。
於
時
了
見
之
義
歟
。
不
審
也
。
無
旧
例
者
、
予
一

代
之［
二
］誤。

不
可
為
後
例
也
〈
草
在［
三
］下〉。

【
訓
読
】

一
つ
、
父
祖
無
き
の
時
、
自
解
と
称
し
て
自
身
申
す
と
云
云
。
此
の
事
予
信
用
し
難
し
。
予
学
問
料
を
申
す
の
時
、
父
祖
無
き
に
依

り
、
故
大
蔵
卿
顕
長
入
道
、
款
状
等
を
商
量
せ
し
め
て
計
会
せ
し
む
。
然し

か

る
処と
こ
ろ

、
自
解
の
例
旧
草
見
及
ば
ず
。
又
大
蔵
卿
入
道
、

家
伝
未
練
な
り
。
時
に
於
い
て
了
見
の
義
な
る
か
。
不
審
な
り
。
旧
例
無
け
れ
ば
、
予
一
代
の
誤
り
な
り
。
後
例
と
為
す
べ
か
ら
ざ

る
な
り
〈
草
下
に
在
り
〉。

【
解
釈
】

一
つ
、
父
祖
が
い
な
い
と
き
は
、
自
解
と
い
い
、
み
ず
か
ら
申
告
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
に
は
信
じ
ら
れ
な

い
。
私
が
学
問
料
を
申
請
し
た
お
り
に
は
、
父
祖
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
故
大
蔵
卿
顕
長
入
道
が
申
請
書
な
ど
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て

取
り
計
ら
っ
て
く
れ
た
。
だ
が
、
自
解
の
文
の
先
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
大
蔵
卿
顕
長
入
道
は
、
家
伝
に
通
じ
て
い
な
か
っ
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た
。
場
当
た
り
的
に
判
断
し
た
も
の
か
。
は
っ
き
り
し
な
い
。
旧
例
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
の
と
き
だ
け
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
後
世
の
参
考
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
（
文
例
は
以
下
に
あ
る
）。

【
注
】

［
一
］「
故
大
蔵
卿
顕
長
入
道
」
は
、西
坊
城
顕
長
（
？
～
一
五
一
一
）。
顕
長
が
大
蔵
卿
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
は
『
公
卿
補
任
』
文
明
五
年
（
一

四
七
三
）
顕
長
の
項
に
、
顕
長
が
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
に
死
去
し
た
こ
と
、
死
去
以
前
に
出
家
し
て
い
た
こ
と
は
、『
実
隆
公
記
』

永
正
八
年
一
二
月
一
四
日
条
に
見
え
る
。「
商
量
」
は
、
事
の
由
来
、
す
べ
き
方
法
、
事
の
善
悪
な
ど
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る
こ
と
。

［
二
］「
無
旧
例
者
」
は
、
一
―
二
「
余
方
ナ
ケ
レ
ハ
」
に
従
い
、「
旧
例
無
け
れ
ば
」
と
訓
読
し
、「
旧
例
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
」
と
解
釈
し
た
。

［
三
］
本
文
は
、
一
―
一
一
「
自
解
款
状
事
〈
例
不
審
之
段
記
段
〉」
と
関
係
し
、
該
当
文
書
を
収
め
る
。

一
―
五

【
校
訂
文
】

一
、
瑞
雲
院
贈
左
府
記
云
「
所
望
ノ
状
、
是
ヲ
内
挙
ト
云
フ
。
或
父
、
或
祖
父
挙
申
。
卿
位
ニ
昇
輩
両
三
人
ヲ
挙
申
。
四
品
ハ
一
巡
一
人
ヲ

挙
。
五
位
ハ
挙
セ
ズ
。
藤
家
ハ
四
位
以
後
数
輩
挙
奏
ス
。
傍
若
無
人
事
也
」
云
云
。
以
之
思
之
、
父
五
位
時
不
挙
、
儒
卿
挙
之
例
者
、
応

永
七
年
四
月
散
位
正
五
位
下
菅
原
為
興
息
男
為
嗣
給
料
、
父
挙
申
之
処
、
款
状
不
被
用
之
、
同
十
一
年
十
二
月
、
迎
陽
御
挙
也
〈
旧

草
在［
一
］下〉。

如
此
之
時
、
自
解
之
申
状
尚
以
不
審
次
第
也
。
旧
例
可
尋
決
矣
。
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【
訓
読
】

一
つ
、
瑞
雲
院
贈
左
府
記
に
云
は
く
「
所
望
の
状
、
是
を
内
挙
と
云
ふ
。
或
い
は
父
、
或
い
は
祖
父
挙
げ
申
す
。
卿
位
に
昇
る
輩
両

三
人
を
挙
げ
申
す
。
四
品
は
一
巡
一
人
を
挙
ぐ
。
五
位
は
挙
げ
ず
。
藤
家
は
四
位
以
後
数
輩
挙
奏
す
。
傍
若
無
人
の
事
な
り
」
と

云
云
。
之
を
以
て
之
を
思
ふ
に
、
父
五
位
の
時
挙
げ
ず
、
儒
卿
挙
ぐ
る
の
例
は
、
応
永
七
年
四
月
散
位
正
五
位
下
菅
原
為
興
息
男
為

嗣
の
給
料
、
父
挙
げ
申
す
の
処
、
款
状
之
を
用
ゐ
ら
れ
ず
、
同
十
一
年
十
二
月
、
迎
陽
御
挙
す
る
な
り
〈
旧
草
下
に
在
り
〉。
此
の

如
き
の
時
、
自
解
の
申
状
尚な

ほ

以
て
不
審
の
次
第
な
り
。
旧
例
尋
決
す
べ
し
。

【
解
釈
】

一
つ
、
瑞
雲
院
贈
左
府
記
に
「
給
学
問
料
を
所
望
す
る
文
書
は
内
挙
と
い
う
。
父
あ
る
い
は
祖
父
が
推
挙
し
申
請
す
る
。
公
卿
は

二
・
三
人
を
推
挙
し
申
請
す
る
。
四
位
の
者
は
一
度
に
つ
き
一
人
を
推
挙
す
る
。
五
位
は
推
挙
し
な
い
。
藤
原
氏
の
儒
家
は
四
位
に

叙
さ
れ
た
後
は
数
人
を
推
挙
し
申
請
す
る
。
傍
若
無
人
の
振
舞
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
と
こ

ろ
、
父
が
五
位
で
あ
る
と
き
に
父
が
推
挙
せ
ず
、
儒
家
の
公
卿
が
推
挙
す
る
例
は
、
応
永
七
年
〔
一
四
〇
〇
〕
四
月
に
散
位
正
五
位

下
菅
原
為
興
息
男
為
嗣
へ
の
給
料
を
、
父
が
推
挙
し
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
申
請
書
が
採
用
さ
れ
ず
、
同
一
一
年
〔
一
四
〇
四
〕
一
二

月
に
、
菅
原
秀
長
が
推
挙
し
て
い
る
（
そ
の
時
の
文
書
は
後
掲
し
て
い
る
）。
こ
う
し
た
時
に
自
解
を
提
出
す
る
と
い
う
の
は
や
は

り
不
審
で
あ
る
。
旧
例
を
調
べ
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
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【
注
】

［
一
］「
父
五
位
時
不
挙
、
儒
卿
挙
之
例
者
、
応
永
七
年
四
月
散
位
正
五
位
下
菅
原
為
興
息
男
為
嗣
給
料
、
父
挙
申
之
処
、
款
状
不
被
用
之
、
同

十
一
年
十
二
月
、
迎
陽
御
挙
也
〈
旧
草
在
下
〉」
は
、
一
―
一
〇
「
五
位
者
不
内
挙
例
事
」
に
該
当
文
書
を
収
め
る
。「
迎
陽
」
は
、
新

年
を
迎
え
る
こ
と
、
立
春
。
こ
こ
で
は
東
坊
城
秀
長
（
一
三
三
八
～
一
四
一
一
）
を
指
し
、
小
川
剛
生
は
秀
長
の
自
称
と
推
測
す
る

（『
迎
陽
記
第
二
』
解
題
、
八
木
書
店
、
二
〇
一
六
年
）。


